
 

国 立 研 究 開 発 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 

大 洗 研 究 所 ( 北 地 区 ) の 原 子 炉 施 設 

 [ＨＴＴＲ (高温工学試験研究炉 ) ]の変更に 

係 る 設 計 及 び 工 事 の 計 画 の 認 可 申 請 書 

〔ＨＴＴＲの変更(第３回申請)〕 

の一部補正について 

 

 

 

 

その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち 

通信連絡設備等の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年7月 
 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構





 

記 

 

1. 名称及び住所並びに代表者の氏名 

   名        称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

   住        所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765番地 1 

   代 表 者 の 氏 名  理事長 児玉 敏雄 

 

2. 変更に係る事業所の名称及び所在地 

   名        称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

               大洗研究所(北地区) 

   所 在 地  茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002番地 

 

3. 変更に係る原子炉施設の区分並びに設計及び工事の方法 

   区 分  その他試験研究用等原子炉の附属施設 

   設計及び工事の方法  別紙１のとおり。 

 

4. 工事工程表 

   工 事 工 程 表  別紙２のとおり。 

 

5. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

  「原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」

(令和 2年原子力規制委員会規則第 2号)の規定に適合するよう令和 2年 4月 22日付け

令 02原機(大安)018をもって届け出た保安活動に係る品質管理に必要な体制の整備に

関する事項を踏まえて策定した「大洗研究所原子炉施設等品質マネジメント計画書」

(QS-P12)(別紙３)により、設計及び工事の品質管理を行う。 

 

6. 変更の理由 

   平成 24年 6月の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正及び

関連規則等の改正を踏まえ、その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備の

見直しを行う。 

 


